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問合せ先　総務課　℡３６６・７１１３

　町職員の給与などの内容を町民のみなさんに知っていただけるよう、「川越町人事行政の運営
等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員の給与や部門別の職員数などをお知らせします。

※職員数には、教育長を含みません。
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町職員の給与などを公表します

１日の勤務時間は、午前８時30分から午後５時15分までで、週
38時間45分勤務です。原則週休２日制となっています。

(１)健康管理事業の状況

一般財団法人三重県市町職員互助会事業の状況

町職員の給与などの公表

各年4月1日現在

■部門別職員数の状況

■勤務時間

　段階別研修や専門研修により、職務遂行能力の向
上に努めています。
＜職場内研修＞
・人事評価研修、レジリエンス研修、働き方改革
研修等

＜職場外研修＞　
　主として三重県市町総合事務組合が主催する研修
に、役職や経験年数、専門分野等に応じて参加して
います。
・階層別研修、契約事務基礎研修、法制執務研修等

■研修の状況

■福祉及び利益の保護の状況

※職員の採用は、地域主権改革に
伴う権限の委譲や今後の退職者
数などを考慮して行っています。
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■職員の採用状況
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■職員の退職状況
(人)

※人件費には、町長等特別職及び職員の給与並びに議員等
の報酬のほか、市町村職員共済組合負担金等を含みます。

■人件費の状況 (令和４年度一般会計決算額)
歳出額 Ａ

7,969,311千円
実質収支
308,701千円

人件費 Ｂ
1,408,088千円

人件費率 Ｂ/Ａ
17.7%

（表記のない場合は、令和５年４月１日現在）

(２)一般財団法人三重県市町職員互助会への負担金等の状況

1,778千円令和４年度　負　担　金　等

事　業　名 事業の内容
福利厚生事業

地域振興助成、防災支援助成公益事業
法律相談、入院見舞金及び職場研修等の助成

(３)その他の福利厚生事業
事業の内容

人間ドック、がん検診、インフルエンザワ
クチン接種費用の助成
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経験年数

一般行政職

■経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

■職員の平均給料月額・平均年齢の状況

一般行政職
技能労務職

平均給料月額
314,000円

＊

平均年齢
40.8歳
＊

※個人情報保護の観点から、対象職員数が２人以下の
場合はアスタリスク(＊)で表示しています。

※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
構成比については、四捨五入のために合計が100％にならない場合があります。
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■一般行政職の級別職員数の状況

年次有給休暇

病 気 休 暇

特 別 休 暇

介 護 休 暇

１年(暦年)あたり20日間与えられます。残日数がある場合は、20日を限度として翌年に繰り越
すことができます。

家族の介護が必要な期間（合計６月以内）について無給の休暇となります。

特定の事由に基づいて有給の休暇が認められます。結婚休暇、忌引休暇、産前休暇、産後休暇、
夏季休暇などです。

病気療養に必要な期間（90日以内）について有給の休暇となります。

■休暇制度

事業の名称

1,472千円令和４年度　健康管理事業の決算額

事業の内容

一般健康診断 職員の一般的な健康状態を把握し、保健指導を実施しています。

特殊健康診断 有害な業務に常時従事する職員に業務上疾病が発生するのを予防することを目的に実施しています。

その他健康診断 各種がん検診等の健康診断や、メンタルヘルス不調の未然防止のためストレスチェックを実施しています。

(平成26年4月1日現在)

６月期
12月期
計

2.20月分
2.20月分
4.40月分

区　分
町　長
副町長
教育長
議　長
副議長
委員長
議　員

期末手当報酬月額等(円)
840,000
651,000
570,000
327,000
260,000
240,000
230,000

条例に基づき給料月額等の
20％の加算措置があります。

■特別職の報酬等の状況
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■扶養手当、住居手当及び通勤手当の状況

支給限度額　55,000円

支給限度額　31,600円

ア 交通機関利用者
イ 交通用具利用者 片道2㎞以上距離に応じて

ア 配偶者
イ 子
ウ 配偶者・子以外の扶養親族１人につき
エ 特定扶養加算(16歳以上22歳までの子1人につき)

6,500円
10,000円
6,500円
5,000円

ア 借家、借間居住者

イ 自宅居住者

16,000円を超える額
ただし支給限度額　28,000円

3,400円

６月期
期末手当
勤勉手当

退職手当

期末手当 勤勉手当

自己都合 定年・勧奨

■期末手当及び勤勉手当並びに退職手当の状況

12月期
計

1.20月分
1.20月分
2.40月分

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分
勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

47.709月分 47.709月分
勤続35年 39.7575月分 47.709月分

1.00月分
1.00月分
2.00月分

※職制上の段階、職務の級等による加算措置があります。
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